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報

一
雑
報
一
一

雑

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
田
一
年
一
一
月

1
昭
和
四
二
年
一
月
)

法学会記事

六
、
一
一
月
二
五
日
(
金
)
午
後
二
時
三

O
分

i
五
時

O
「
教
養
部
学
科
目
再
編
成
に
つ
い
て
」

報

告

者

石

川

出
席
者
一
五
名

大
学
の
専
門
課
程
年
限
延
長
の
動
き
も
近
時
み
ら
れ
る
ほ
か
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
と
も
関
連
し
て
教
養
課
程
の
現
在
の
在
り
方
に
つ
い
て
も

再
検
討
の
要
あ
り
と
い
う
主
張
も
耳
に
す
る
。
今
回
は
、
教
養
課
程
の

教
育
の
現
状
、
そ
の
問
題
点
の
提
示
、
さ
ら
に
は
、
将
来
の
望
ま
し
い

姿
の
構
想
、
を
テ
1
7
と
し
て
、
年
来
こ
の
問
題
に
携
っ
て
こ
ら
れ
た

石
川
教
授
に
話
題
提
供
、
討
論
推
進
を
お
願
い
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
実

に
解
決
困
難
な
、
し
か
し
回
避
さ
れ
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
諸
々
の
問

題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
一
同
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
次
第

で
あ
る
。
主
な
話
題
を
拾
っ
て
み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
現
在

の
教
養
課
程
で
の
二
ヶ
年
の
教
育
に
は
、
教
育
上
む
だ
|
広
い
意
味
で

あ
る
が
ー
が
多
い
。
学
科
目
に
し
て
も
、
基
礎
科
目
と
教
養
科
目
と
を

は
っ
き
り
わ
け
て
、
前
者
は
専
門
学
部
の
責
任
管
轄
と
し
、
後
者
に
つ

い
て
は
既
存
の
専
門
学
部
の
い
ず
れ
か
ら
も
独
立
な
部
門
を
設
け
て
そ

れ
が
管
轄
す
る
。
教
養
課
程
の
人
的
・
物
的
両
国
に
お
け
る
質
の
向
上

武

を
は
か
る
上
で
も
、
ま
た
、
専
門
教
育
充
実
の
た
め
に
も
、
か
よ
う
な

方
策
は
充
分
一
考
に
値
い
す
る
の
で
は
な
い
か
。
話
題
は
さ
ら
に
高
校

教
育
に
も
及
ん
だ
。
一
体
、
今
日
、
教
養
部
の
教
育
課
程
に
組
み
こ
ま

れ
て
い
る
科
目
の
う
ち
に
は
高
校
の
課
程
に
組
み
い
れ
ら
れ
て
も
よ
さ

そ
う
な
科
目
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
現
行
の
大
学
入
試
は
存
続
さ
せ

て
お
く
意
義
が
あ
る
の
か
等
々
。

現
行
の
教
養
課
程
で
の
教
育
に
は
、
専
門
課
程
へ
の
移
行
の
た
め
の

基
礎
教
育
の
面
で
も
、
い
わ
ゆ
る
一
般
教
養
の
面
で
も
、
質
量
と
も
に

も
の
足
り
な
い
。
考
え
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
大
学
で
や
ら
ね
ば
な
ら

な
い
必
要
な
く
、
よ
り
若
年
次
学
生
に
教
え
る
こ
と
が
適
当
だ
が
、
た

ま
た
ま
大
学
で
は
じ
め
て
教
え
る
の
で
そ
の
担
当
教
師
が
大
学
教
授
と

称
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
科
目
も
あ
る
。
た
と
え
ば
語
学
は
こ
れ
に
当
る

と
思
う
。
ま
た
、
学
生
が
法
学
の
基
礎
教
育
と
し
て
、
隣
接
の
諸
科
学

を
履
習
し
て
こ
な
い
で
も
|
い
わ
ゆ
る
一
般
教
養
科
目
を
履
習
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
|
法
学
部
へ
の
移
行
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
事
態
に
は
な
ん
ら
か
の
手
当
て
が
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

よ
う
な
問
題
は
さ
て
お
き
、
問
題
は
人
(
教
養
部
構
成
メ
ン
バ
ー
)
で

あ
る
。
「
人
」
は
集
め
に
く
い
ら
し
い
。
こ
の
理
由
の
う
ち
の
一
つ

は
、
教
養
部
は
専
門
学
部
よ
り
も
「
格
」
が
劣
る
の
で
あ
り
、
ど
う
に

も
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
人
士
の
集
ま
り
だ
と
と
か
く
み
ら
れ
が
ち
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
と
す
れ
ば
、
教
養
部
充
実
の
前
途
は
難

い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
雑
報
執
筆
者
に
と
っ
て
、
今
回
の
話

題
の
う
ち
、
こ
の
話
題
は
と
り
わ
け
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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報

七
、
一
二
月
一
一
一
一
一
日
(
金
)
午
後
二
時
三

O
分
|
六
時

O
「
政
教
分
離
の
原
則
」

雑

報

告

者

熊

本

出
席
者
一
六
名

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則
の
確
立
に
至
る
過
程

を
あ
と
づ
け
、
そ
の
現
実
の
適
用
の
姿
を
紹
介
す
る
。
報
告
者
は
、
直

接
的
に
は
、
神
社
非
宗
教
諭
者
が
ア
メ
リ
カ
必
ず
し
も
そ
の
現
実
に
お

い
て
は
政
教
分
離
原
則
に
忠
実
で
な
い
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
実

証
的
に
反
駁
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
直
接
的

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
分
離
の
原
則
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
寛
容

の
原
則
を
と
り
あ
げ
て
、
両
者
の
対
比
、
立
法
例
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
分
離
原
則
の
確
立
過
程
、
現
状
の
追
求
が
な
さ
れ
た
。
主
た
る
話
題

を
挙
げ
る
な
ら
ば
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
寛
容
原
則
、
分
離
原
則
両

者
の
根
本
的
差
異
、
そ
れ
ら
の
論
理
構
造
、
原
則
成
立
過
程
に
お
け
る

促
進
要
因
と
し
て
は
政
治
的
社
会
的
要
因
の
ほ
か
に
思
想
そ
の
も
の
の

う
ち
に
促
進
的
要
因
が
匹
胎
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
等
々
、

話
題
は
尽
き
な
か
っ
た
。
前
記
の
直
接
的
目
的
と
の
関
連
で
は
、
報
告

者
が
い
さ
さ
か
牛
万
を
ふ
り
ま
わ
し
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
と
い
う
趣

旨
の
発
言
も
あ
っ
た
。
こ
の
雑
報
執
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
う
い
う
感
じ
は
、
牛
万
が
た
ま
た
ま
前
記
の
直
接
的
目
的
に
の
み
用

い
ら
れ
た
た
め
に
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
牛
刀
そ
の
も
の
の
存

在
価
値
ま
で
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
疑
問
を
と
ど
め
て

お
く
。

信

夫

法学会記事

研
究
会
後
、
恒
例
の
法
学
会
忘
年
会
を
グ
ラ
ン
ド
・
ホ
テ
ル
で
開

催
、
午
後
九
時
散
会
し
た
。

八
、
一
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
一
一
一

O
分

I
五
時

。
「
著
作
権
法
改
正
の
問
題
点
、
世
界
に
お
け
る
著
作
権
法
の
動
向
」

報

告

者

半

田

正

夫

出
席
者
一
一
名

著
作
権
法
の
改
正
が
現
在
進
行
中
で
あ
る
。
著
作
権
法
の
改
正
は
諸

外
国
で
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
国
際
法
的
に
も
規
制
さ
れ
る
面
が
こ
れ

ま
た
多
く
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
テ
l

マ
は
わ
が
国
著
作
権
法
改
正
の

内
容
、
世
界
法
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
で
あ
る
。
報
告
は
三
部
に
わ
か

れ
る
。
第
一
部
で
は
、
国
際
的
規
制
(
ベ
ル
ヌ
条
約
、
万
国
著
作
権
条

約
、
隣
接
権
条
約
)
の
発
展
の
あ
と
づ
け
、
第
二
部
で
は
、
西
独
、

仏
、
英
、
米
、
四
ヶ
国
に
お
け
る
国
内
規
制
、
第
三
部
で
は
わ
が
著
作

権
法
の
改
正
方
向
な
ら
び
に
問
題
点
で
あ
る
。
世
界
的
傾
向
と
し
て

は
、
著
作
権
の
保
護
が
著
作
権
者
の
死
後
五

O
年
ま
で
と
い
う
と
こ
ろ

で
ほ
ぼ
一
致
し
て
き
た
こ
と
、
著
作
権
の
財
産
権
的
側
面
と
人
格
権
的

側
面
と
が
区
別
さ
れ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
こ
と
、

隣
接
権
を
保
護
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
の
一
一
一
点
に
要
約
さ
れ
る
。
わ
が

国
に
お
け
る
著
作
権
法
改
正
の
方
向
、
内
容
も
、
不
備
な
点
を
ふ
く
む

に
せ
よ
、
世
界
の
動
向
と
歩
調
を
あ
わ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が
看
取
で

で
き
る
こ
と
は
一
合
め
な
い
。

報
告
な
ら
び
に
議
論
か
ら
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
著
作

権
法
は
、
今
後
、
大
い
に
研
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
印
象
を

北法17(3・124)498



報

濃
厚
に
受
け
た
。
著
作
権
保
護
の
趣
旨
、
根
拠
、
著
作
権
の
理
念
と
い

っ
た
問
題
、
実
定
著
作
権
法
の
解
釈
論
上
の
問
題
、
法
の
国
際
的
統
一

の
一
型
と
い
っ
た
角
度
か
ら
す
る
研
究
、
国
の
文
化
政
策
立
法
に
お
け

る
位
置
づ
け
、
等
々
、
問
題
は
多
い
。
「
ほ
ん
訳
権
一

O
年
留
保
」
と

か
、
著
作
権
法
三

O
条
一
項
八
号
な
ど
が
未
だ
に
残
存
し
て
い
る
こ
と

も
一
驚
に
値
い
す
る
。
報
告
者
の
著
作
権
法
研
究
の
動
機
を
き
く
こ
と

が
時
間
の
制
約
上
で
き
な
か
っ
た
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

雑

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
一
一
月
J
昭
和
四
二
年
一
月
)

法学会記事

一
一
、
一
一
月
四
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判

例

時

報

四

四

四

号

一

九

頁

O
判

例

時

報

四

四

五

号

一

五

頁

O
判

例

時

報

四

四

五

号

二

五

頁

一
二
、
一
一
月
一
一
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判

例

時

報

四

四

六

号

二

三

頁

O
判

例

時

報

四

四

七

号

五

四

頁

O
判

例

時

報

四

四

七

号

九

一

頁

二
二
、
一
一
月
一
八
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判

例

時

報

四

四

八

号

一

九

頁

O
判

例

時

報

四

四

九

号

二

六

頁

一
四
、
一
二
月
二
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判

例

時

報

四

四

九

号

三

九

頁

山

小深古

野瀬川

千
葉
(
瑞
)

今

村
千
葉
(
卓
)

遠笹

藤川

秋

O
判
例
時
報
四
五

O
号

六

頁

一
五
、
一
二
月
一
六
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判

例

時

報

四

五

一

号

二

四

頁

O
判

例

時

報

四

五

一

号

二

八

頁

O
判

例

時

報

四

五

三

号

六

頁

二
ハ
、
一
月
二

O
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判

例

時

報

四

五

四

号

二

一

頁

O
判

例

時

報

四

五

四

号

二

三

頁

長E

本

古浜栃

内;11 

小深

野瀬

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
一
一
月
J
昭
和
田
二
年
一
月
)

二
、
一
一
月
四
日
(
金
〉
研
究
報
告

O
公
訴
の
利
益

一
二
、
一
一
月
一
一
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
三

O
四

号

四

頁

回
、
一
一
月
一
九
日
(
土
)
判
例
研
究

O
高
裁
刑
集
一
八
巻
二
号
一
一
一
六
頁

勢

千
葉
(
瑞
)

札
幌
地
検

飯
田
、
三
井
矢

山
田
、
牧
野

北法17(3・125)499 

五
、
一
一
月
二
五
日
(
金
)
研
究
報
告

O
公
務
員
法
に
お
け
る
「
共
謀
し
、
そ
そ
の
か
し
〆
も
し
く
は

あ
お
り
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
企
て
た
者
」
を
処
罰
す
る
規

定

に

つ

い

て

千

葉

(

瑞

)



幸度

大
、
一
二
月
二
日
(
金
〉
研
究
報
告

O
公
訴
の
利
益

七
、
一
二
月
九
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
四
九
号
六
回
頁

O
判
例
時
報
四
四
一
号
二
四
頁

八
、
一
二
月
一
六
日
(
金
〉
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
六

O
号

一

O
頁

O
判
例
時
報
四
六

O
号

三

八

頁

雑

古色中古中千
葉
r、

村理

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
一
一
月
1
昭
和
四
二
年
一
月
)

O 、 O
カ一一生ス読
ウ 八 二 テ 書
v九 月 ユ会
キ Oー松 l ハ
l年 六 ア 毎

代日 l月
の(敬ト二
ド金 ・回
イ ) ヒ輸
ツ研三ユ番

塁塁 J8 
民告訳著
主「

?霊
カと
l 社
ル会

山

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

〈
昭
和
四
一
年
一
一
月
i
昭
和
四
二
年
一
月
)

法学会記事

二
一
、
一
一
月
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
一
九
巻
九
号
一
一
一
一
七
頁

O
一
九
巻
九
号
二

O
九
O
頁

神五

十

回 嵐 勢

。
一
八
巻
八
号
一
七

O
五
頁

二
二
、
一
一
月
一
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
一

九

巻

六

号

一

五

一

二

頁

・

0
一

九

巻

四

号

八

一

一

頁

O
一
八
巻
一

O
号

二

O
四
コ
育
円

。
一
九
巻
七
号
一
七
一
一
一
一
一
良

一
回
、
一
一
月
一
八
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
一
八
巻
六
号
一
二
ハ

O
頁

。

一

九

巻

一

号

一

頁

O
一

九

巻

一

号

二

三

頁

一
五
、
二
一
月
二
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
一
九
巻
八
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